
 
    

 

 

行政相談は、行政の仕事についての苦情、意見・要望をお聞きして、相談委員が住民と 

行政の間に立ってその解決を図るものです。  

   年金・税金・道路・雇用・労働問題など国の仕事の手続、サービスについて、暮らしの  

中で、困っていることはありませんか？  この機会にお気軽にご相談下さい。  

相談は「無料」で「秘密」は厳守されます。 
 

   ◎ 日 時 １０月９日(水) 

           午前１０時～午後３時まで 
 

   ◎ 会 場 新冠町レ･コード館 研修室2 
 

   ◎ 担 当 総務省行政相談委員（新冠町担当） 

         東  義 海（新冠町字節婦町122番地の１２ ℡４7-3129） 
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